


監査法人で培ったチカラを、  企業で発揮したいと希望する
公認会計士が増えています。

企業成長のエンジンになりたい！
監査法人の立場は、指導的機能よりも批判的機能が重視されます。アドバイス
をしたくてもできないことにジレンマを感じ、「直接的に会社のバリューアップ
に貢献したい」と一大決心をする公認会計士が増えてきました。

様々な会社の会計処理を見てきた経験
公認会計士の武器は会計・監査の高度な知識と、様々な会社の会計処
理を見てきた経験です。ベストプラクティスを心得ており、複雑な会計
処理も論理的に答えを導き出すトレーニングを積んでいます。自分の中
に明確な判断基準があるため判断がぶれず、安心して任せられます。

限られた人材と時間の中で結果を導き出す
売上何千億円という事業会社の監査は、いかに効率よく適切な解答を導き
出すかの連続。20代からトレーニングを積んでいる公認会計士は、論理的思
考能力、問題解決能力、交渉力が身についており、初めての事象に対しても
適切に対応する能力を備えています。その考え方、仕事の進め方はメンバー
にとって大きな刺激となるでしょう。

ビジネスの基本は信頼関係
監査はチームで行うため、チーム内でのコミュニケーションは非
常に重視されます。仲間ともクライアントとも良い関係を築き、
効率的に仕事を進めていきます。良好なコミュニケーションのも
と必要データを効率よく把握したり、分かりやすく説明すること
も公認会計士は得意なのです。

日本公認会計士協会が実施したアンケート調査*によると、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　  と回答しています。

*日本公認会計士協会組織内会計士対応プロジェクトチーム「組織（企業）内会計士に
関するアンケート最終報告書」2011年8月3日付

監査法人から事業会社に転職した公認会計士の80％以上
が「転職に満足している」
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監査法人から企業等へ転職する公認会計士は、大きく　　と　　のタイプに分けられます。

キャリア3年～10年

（30代～40代）

キャリア15年程度以上

（40代～）

監査現場の補助者。20代。監査経験3、4年。主に各勘定科目の監査を担当。

監査現場の上位補助者。30歳前後。監査経験5～7年。現場では各勘定科目の
監査のほかスタッフの管理、スケジュール管理、クライアント対応なども行う。

監査現場の管理者。30代後半。監査経験10年程度。監査チームのリーダーとし
て主任業務を担当。クライアント対応が主となる。株式上場支援業務、財務
デュー・ディリジェンス業務等コンサルティングも経験。

監査業務の責任者。40代以上。監査経験15年程度以上。監査法人の出資者で、
組織運営も行う。大手企業の監査、コンサルティングを経験。経営者層との人脈
も豊富。
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　高度化、グローバル化が進む経理業
務においては、会計実務に精通した専門
家を確保することが急務となっていま
す。特に企業会計においては「単体決算」
「連結決算」「開示業務」「会計監査対応」
といくつもの業務があり、金融商品取引
法、会社法、証券取引所等により要請さ
れる開示への対応も複雑です。
　公認会計士は常に最新情報をキャッ
チアップしており、会計基準の変更等に
もいち早く対応します。若手の公認会計
士が入ると同世代への刺激ともなり部
門内が活性化します。

市場を重視した経営が求められ、企業価
値向上のための財務戦略が必要となっ
ています。単年度経営計画や中長期経営
計画における財務計画の作成には、予算
の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・
フロー計算書が欠かせません。予算数値
作成に、正しく将来を見積もる公認会計
士の力は非常に有用です。

 ● 決算作業の早期化
決算早期化プロジェクトのリーダーとして業務プロセスの見直
しなどを推進。

 ● 連結決算
連結決算の担い手として、またそのための態勢作り、決算情報
の効率的な入手、海外連結子会社への対応など。

 ● M&A
デュー・ディリジェンス、企業価値評価、買収ストラクチャーの検
討、各種開示資料のドキュメンテーション等の業務。

 ● 国際税務
移転価格やタックスヘイブン対策税制への対応など複雑な国
際税務を担当。

 ● 連結納税
申請から適用後の組織再編、子会社フォローアップなど連結納
税制度導入プロジェクトのリーダーを担当。

 ● 公認会計士監査に対応
監査法人への対応がスムーズに。結論への道筋の立て方が洗
練され、お互いに納得できるポジションに効率的に到達。

 ● 会計人材育成
新しい会計基準が導入された際にはグループ内で勉強会を開
催。新任担当者向けに会計の基本や税務の基礎知識を指導す
るなどメンバーの知識向上に貢献。

 ● 財務・資金
財務方針、財務戦略の策定。利益計画と資金計画を理解し、総
合的な財務計画を立案します。資金調達においては公認会計
士のタイトルが信頼性を高めます。

 ● 経営分析を行い、経営計画に反映
貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書をベースに
各種の経営分析を行い、それらを経営計画に反映します。公認
会計士の最も得意とする分野です。

マネージャー・シニアクラスの活用

1. 経理部門のレベルアップを図る 2. 経営に役立つ会計数値をつくる

経理部門へ配属 財務部門へ配属

過去実績に基づいた経営成績と将来計
画に関する情報発信を行うIR部門。ここ
でも財務情報、計数情報は不可欠です。
特に将来に関する情報は、経営と密接に
つながっており、将来の見通しを投資家
に正しく伝え、評価してもらう必要があ
ります。

 ● 経営情報を管理・分析して発信
経営者が過去実積と将来についてどのように考え行動している
のかを把握。これを投資家向けにアレンジしてタイムリーに情
報発信します。公認会計士という資格が、受け手側に安心感を
与えます。

3. 投資家に分かりやすく情報提供

IR部門へ配属
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マネージャー・シニアクラスの活用

会計監査、内部統制監査の経験より、潜
在的なリスクを早期に把握します。組織
が属する業界や産業に合わせ、将来的な
状況も勘案してリスク管理を行います。

金融庁は、2009年にIFRS（国際財務報
告基準）の任意適用を認めることとし、さ
らに2013年にその適用要件を緩和しま
した。これによりIFRS導入を検討する企
業が大幅に増えることが予想されます。
監査法人でIFRS研修を受けている公認
会計士は最強の人材となります。

 ● 内部統制構築
内部統制構築・運用の責任者として「有効に機能する（実際に
リスクを軽減する）」、「業務の効率化に資する」内部統制を構
築・運用。他部門にも分かりやすく説明します。

 ● 内部監査
不正摘発だけでなく、問題を発見して改善を提案する社内コン
サルティング的な役割を担います。内部統制の仕組みが有効に
機能しているかどうかのモニタリング機能も発揮します。

 ● IFRS導入プロジェクト
論点整理から会計方針の策定、実務レベルに落とし込んだマ
ニュアルの作成まで、導入に向けた筋道を立て、社内各部署へ
分かりやすく説明。全社的な理解を得ながらプロジェクトを進め
ていきます。

4.リスクをマネジメントする

5. IFRS導入を推進

プロジェクトリーダーとして

パートナークラスの活用

● 組織内会計士ネットワーク

公認会計士は、公認会計士法において年間で40
単位を取得する「継続的専門研修制度」による研
修が義務付けられています。これに対応して日本公
認会計士協会では様々な研修を提供しています。

● CPE制度による研修

　CFOは財務面からCEOやCOOを補佐する重要なポジションです。それは会計、ファイナンスの枠を超え、「執行
役員を独立的な立場で監視する」、「企業の行動を冷静に判断する」といった役割も担います。客観的なものの見
方をし、自分の中に明確な判断基準を持つ公認会計士は判断がぶれることがなくCFOとして最適です。
　特にベンチャー企業においては、財務のみならず総務面でも経営者のサポート役として力を発揮します。上場を
目指す企業にとっては必要不可欠な存在となります。

1.豊富なキャリアの
  公認会計士をCFOに

　2014年の会社法の改正により、事業年度の末日において監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、大会社で
あるものに限る。）であってその発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならないものが社外取締
役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが
相当でない理由を説明しなければならないこととされました。
　2013年8月現在、東証全上場企業のうち、社外取締役選任企業は54.2％、東証一部上場企業となると62.1％
となります。（日本取締役会調べ）
　コーポレートガバナンス強化の一手法として、会計・監査・税務・内部統制の専門家である公認会計士を社外取
締役に起用することは非常に有効です。監査法人のパートナーは法人運営の経験も有していますので、経営の意
味をよく理解した上で、企業価値の最大化にもつとめていきます。

2.社外取締役に起用

　監査法人で外部監査人としてキャリアを積んでいる公認会計
士は、社外監査役としてもっとも適任であると認知されています。
様々な上場会社等の監査を通じてコーポレートガバナンスの形態
や実態を把握しているため、コーポレートガバナンスをどのように
改善して、適切かつ理想的なガバナンス体制を目指して行くかに
ついて助言を行うことができます。現在、上場企業の約1/3*に公
認会計士が社外監査役として就任しています。

3.社外監査役に起用
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*日本公認会計士協会組織内会計士協議会「上場会社の役員と公認会計士に関する実態調
査」（最終報告）2013年３月22日付

企業などの組織の中で活躍する公認会計士等を「組織内会計士」と呼んでいます。

組織内会計士向けの施策、研修会等の情報提供のために設
置しており、組織内会計士をサポートしております。
▶日本公認会計士協会  組織内会計士ウェブサイト

http://paib.jicpa.or.jp/network/


